
8O� TOWN＊ Public Relations

病
児
・
病
後
児
保
育

子ども
●

●
●
●
●
●

邑
楽
町
の
児
童
も
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

　町
で
は
、
第
３
子
以
降
が
生
ま
れ
た
家
庭

に
出
産
祝
い
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。
対
象

の
人
は
、
役
場
子
ど
も
支
援
課
で
手
続
き
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
（
①
と
②
に
該
当
す
る
人
）

①
町
内
在
住
で
、
引
き
続
き
６
か
月
以
上
町

内
に
住
所
が
あ
る

②
新
た
に
第
３
子
以
上
を
出
産
し
た
家
庭

▼
支
給
額

　10
万
円

▼
申
請
方
法

　役
場
子
ど
も
支
援
課
に
あ

る
、
所
定
の
申
請
書
に
必
要
事
項
を
書
い
て

申
し
込
む

▼
申
請
・
問
合
先

　役
場
子
ど
も
支
援
課

Ｇ
47

－

５
０
２
３

　該
当
す
る
人
は
、
役
場
住
民
課
で
手
続
き

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
者

　次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①
子
ど
も
（
中
学
校
卒
業
ま
で
）

②
重
度
心
身
障
害
者
（
特
別
児
童
扶
養
手
当

１
級
、
障
害
年
金
１
級
、
身
体
障
害
者
手
帳

１
級
・
２
級
、
療
育
手
帳
Ａ
）

③
現
在
、
18
歳
未
満
の
児
童
を
扶
養
し
て
い

る
母
子
・
父
子
家
庭
、
ま
た
は
父
母
の
い
な

い
18
歳
未
満
の
人

▼
支
給
対
象
の
診
療

　保
険
診
療
に
限
る

※
文
書
料
や
健
康
診
断
、
予
防
接
種
、
薬
容

器
代
な
ど
は
対
象
外
。
高
額
療
養
費
、
付
加

給
付
、
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
な
ど

か
ら
の
医
療
費
支
給
部
分
も
対
象
外
で
す
。

▼
必
要
書
類
な
ど

　健
康
保
険
証
、
印
鑑

対
象
②
の
人

　年
金
証
書
、
身
体
障
害
者
手

帳
、
療
育
手
帳
な
ど

対
象
③
の
人

　戸
籍
謄
本
、
所
得
課
税
証
明

書
な
ど

※
該
当
要
件
に
よ
り
必
要
書
類
が
異
な
り
ま

す
の
で
、
詳
細
は
役
場
住
民
課
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
注
意
点
・
保
険
証
が
変
わ
っ
た
と
き
】

　

就
職
・
退
職
、
保
険
組
合
の
変
更
な
ど
で
保

険
証
が
変
わ
っ
た
人
は
、
保
険
証
、
福
祉
医

療
費
受
給
資
格
者
証
、
印
鑑
を
持
参
し
、
役

場
住
民
課
で
変
更
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
・
問
合
先

　役
場
住
民
課

Ｇ
47

－

５
０
２
０

▼
利
用
資
格

　町
内
に
住
所
を
有
す
る
保
育

園
や
幼
稚
園
に
通
園
し
て
い
る
児
童
、
保
護

者
の
就
労
な
ど
の
理
由
に
よ
り
家
庭
保
育
が

困
難
な
状
況
に
あ
る
小
学
3
年
生
ま
で
の
児

童
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①
当
面
症
状
の
急
変
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、

病
気
回
復
期
に
な
い
た
め
集
団
保
育
が
困
難

②
病
気
回
復
期
に
あ
る
が
集
団
保
育
が
困
難

※
病
状
に
よ
っ
て
は
利
用
で
き
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

▼
実
施
施
設

　こ
や
な
ぎ
小
児
科
病
児
保
育

室
ぱ
ん
だ
（
館
林
市
富
士
原
町
）

▼
定
員

　１
日
６
人

▼
保
育
日
・
時
間

　月
～
金
曜
日
（
午
前
８

時
～
午
後
５
時
30
分
）
た
だ
し
、
祝
日
・
年

末
年
始
・
小
児
科
休
診
日
を
除
き
ま
す

▼
保
育
料

　日
額
２
、０
０
０
円

※
町
民
税
非
課
税
世
帯
は
１
、０
０
０
円
、

生
活
保
護
世
帯
は
無
料
で
す
。

▼
利
用
方
法

　事
前
に
役
場
子
ど
も
支
援
課

で
利
用
登
録
を
し
、
病
児
保
育
室
ぱ
ん
だ
へ

電
話
で
予
約
の
う
え
申
し
込
む

※
登
録
書
と
申
込
書
は
左
記
に
あ
り
ま
す
。

▼
申
請
・
問
合
先

　病
児
保
育
室
ぱ
ん
だ

Ｇ
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－

７
３
９
１

役
場
子
ど
も
支
援
課
Ｇ
47

－

５
０
２
３

福祉

福
祉
医
療
費
の
支
給
制
度

●

●
●
●
●
●

該
当
者
の
医
療
費
を
公
費
で
負
担
し
ま
す

▼
対
象
者

　町
内
に
居
住
し
、
中
学
３
年
生

ま
で
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人

※
15
歳
到
達
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の

間
の
児
童
で
す
。

▼
手
当
の
月
額
（
一
人
あ
た
り
）

【
所
得
制
限
限
度
額
内
の
人
】

０
歳
～
３
歳
未
満

　１
万
５
、０
０
０
円

３
歳
以
上
～
小
学
校
修
了
前

第
１
子
・
２
子

　１
万
円

第
３
子
以
降

　１
万
５
、０
０
０
円

中
学
生

　１
万
円

【
所
得
制
限
限
度
額
を
超
え
る
人
】

　

月
額
５
、０
０
０
円

　

※
所
得
制
限
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
年
収

９
６
０
万
円
を
基
準
と
し
ま
す
。

※
児
童
手
当
は
、
資
格
が
あ
っ
て
も
申
請
を

し
な
い
と
受
給
で
き
ま
せ
ん
。
申
請
が
遅
れ

た
場
合
で
も
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
受
給
は
で
き

ま
せ
ん
。
ま
た
、
現
在
手
当
を
受
給
さ
れ
て

い
る
人
は
、
支
給
要
件
に
該
当
す
る
か
を
調

査
す
る
現
況
届
が
６
月
に
届
き
ま
す
。
忘
れ

ず
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先　

役
場
子
ど
も
支
援
課

Ｇ
47

－

５
０
２
３

児
童
手
当
の
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

申請
●

●
●
●
●
●

現
況
届
は
毎
年
必
要
で
す

第
３
子
出
産
祝
い
金
の
ご
案
内

お祝い
●

●
●
●
●
●

窓
口
が
子
ど
も
支
援
課
に
な
り
ま
し
た

2014＊MAY9

　多
様
な
発
想
と
工
夫
に
よ
り
地
域
の
活
性

化
に
取
り
組
む
団
体
が
主
体
的
に
行
う
魅
力

あ
る
事
業
に
対
し
、予
算
の
範
囲
内
で
補
助

金
を
交
付
し
ま
す
。

▼
対
象
と
な
る
団
体
の
要
件（
一
部
）

・
団
体
の
構
成
員
が
10
人
以
上
で
主
な
活
動

場
所
が
邑
楽
町
内
で
あ
る
こ
と

・
営
利
活
動
を
目
的
と
し
て
い
な
い
こ
と

▼
対
象
と
な
る
事
業（
一
部
）

・
地
域
の
活
性
化
を
推
進
さ
せ
る
公
益
的
な

取
り
組
み
で
、団
体
に
よ
る
主
体
的
な
活
動

で
新
規
事
業
で
あ
る
こ
と

・
平
成
27
年
３
月
31
日
ま
で
に
完
結
で
き
る

事
業
で
あ
る
こ
と

　

▼
補
助
金
の
内
容

原
材
料
費
、印
刷
製
本
費
、通
信
運
搬
費
な

ど
事
業
実
施
に
直
接
的
に
必
要
と
な
る
経

費
で
、一
団
体
に
つ
き
上
限
は
50
万
円
～

１
０
０
万
円

※
団
体
の
事
業
内
容
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

▼
募
集
期
間

　５
月
19
日
㊊
～
６
月
20
日
㊎

▼
申
込
方
法

　企
画
課
へ
直
接
申
し
込
む

※
ま
ず
は
活
動
内
容
な
ど
に
つ
い
て
企
画
課

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先

　役
場
企
画
課

Ｇ
47

－

５
０
０
９

　

教
育
相
談
室

　教
育
相
談
室
で
は
、い
じ
め
、不
登
校
な
ど

の
悩
み
を
持
つ
小
・
中
学
生
や
、保
護
者
の
皆

さ
ん
の
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

▼
開
設
日

　火
～
金
曜
日（
祝
日
除
く
）

▼
時
間

　午
前
９
時
～
午
後
５
時

ふ
れ
あ
い
教
室

　ふ
れ
あ
い
教
室
で
は
、学
校
に
行
け
な
く

て
悩
ん
で
い
る
小
・
中
学
生
の
学
校
へ
の
復

帰
支
援
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
開
設
日

　火
～
土
曜
日（
祝
日
除
く
）

▼
時
間

　午
前
９
時
～
午
後
２
時
45
分

【
共
通
事
項
】

▼
場
所

　邑
楽
町
公
民
館
２
階
教
育
相
談
室

▼
教
育
相
談
室
長

　関
根
史
代

▼
ふ
れ
あ
い
教
室
指
導
員

　新
井
紀
江

▼
問
合
先

　教
育
相
談
室

Ｇ
・
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－
９
７
７
９

　道
の
駅「
枇び

わ杷
倶
楽
部
」、「
三
井
ア
ウ
ト

レ
ッ
ト
パ
ー
ク
木
更
津
」で
買
い
物
、「
海
鮮

浜
焼
き
ま
る
は
ま
」で
浜
焼
き
食
べ
放
題
、

「
海
ほ
た
る
」の
見
学
と
充
実
の
プ
ラ
ン
で
す
。

▼
期
日

　６
月
21
日
㊏

▼
集
合
出
発
時
間

　午
前
７
時
30
分

※
帰
着
予
定
は
、午
後
７
時
頃
で
す
。

▼
集
合
場
所

　保
健
セ
ン
タ
ー
東
駐
車
場

▼
対
象

　

邑
楽
町
在
住
・
在
勤
者
と
そ
の
家
族
で
ツ

ア
ー
に
協
力
で
き
る
人（
未
成
年
者
は
保
護

者
の
同
伴
が
必
要
）

▼
定
員

　40
人（
応
募
者
多
数
の
場
合
抽
選
）

▼
参
加
費（
昼
食
代
、保
険
代
含
む
）

小
学
生
以
上

　
　
　
　
　
　

 

５
、０
０
０
円

未
就
学
児（
３
～
６
歳
）
　
　

 
３
、０
０
０
円

幼
児（
３
歳
未
満
）
　
　
　
　

 
１
、０
０
０
円

▼
申
込
方
法

　申
込
書
に
必
要
事
項
を
書
い

て
直
接
申
し
込
む（
役
場
開
庁
時
間
に
限
る
）

※
申
込
書
は
、町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は

役
場
商
工
振
興
課
に
あ
り
ま
す
。

※
参
加
費
の
納
入
方
法
な
ど
に
つ
い
て
は
、

参
加
者
決
定
後
に
通
知
し
ま
す
。

▼
申
込
締
切

　５
月
23
日
㊎

▼
問
合
先

　役
場
商
工
振
興
課

Ｇ
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－

５
０
２
６

　平
成
26
年
３
月
に
完
成
し
た
石
打
町
営
住

宅
団
地
Ｂ
棟
の
入
居
者
を
追
加
募
集
し
ま

す
。希
望
者
は
申
し
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
住
所

　石
打
１
１
７
１
番
地
１

▼
構
造

　鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
３
階
建
て

▼
募
集
住
宅
・
戸
数

ａ
Ⅰ
タ
イ
プ

　１
Ｋ
（
１
人
以
上
）・
８
戸

ｂ
タ
イ
プ

　２
Ｄ
Ｋ
（
２
人
以
上
）・
１
戸

▼
設
備

　電
気
温
水
器
・
バ
ス
・
水
洗
ト
イ

レ
・
Ｔ
Ｖ
ア
ン
テ
ナ
設
備
・
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
ま
た

は
Ｉ
Ｈ
対
応

　

※
家
賃
な
ど
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
共
益
費
・
駐
車
場
代
が
か
か
り
ま
す
。

▼
入
居
可
能
日

　７
月
以
降

▼
申
込
締
切

　平
成
26
年
５
月
30
日
㊎
ま
で

※
入
居
資
格
や
収
入
制
限
が
あ
り
ま
す
。

※
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
に
な
り
ま
す
。

▼
公
開
抽
選

　６
月
中
旬
頃
を
予
定

▼
申
込
方
法

　都
市
建
設
課
へ
直
接
申
し
込

む
（
役
場
開
庁
時
間
に
限
る
）

※
申
込
書
は
、町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は

役
場
都
市
建
設
課
に
あ
り
ま
す
。

▼
申
込
・
問
合
先

　役
場
都
市
建
設
課

Ｇ
47

－

５
０
３
１

協
働
の
ま
ち
づ
く
り
団
体

募集
●

●
●
●
●
●

地
域
課
題
解
決
や
活
性
化
に
向
け
た
活
動
を
応
援
し
ま
す

石
打
町
営
住
宅
入
居
者
募
集

募集
●

●
●
●
●
●

申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
。
申
し
込
み
は
お
早
め
に

浜
焼
き
食
べ
放
題
と
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
ツ
ア
ー

募集
●

●
●
●
●
●

労
使
教
育
委
員
会
主
催
の
と
て
も
お
得
な
ツ
ア
ー

教
育
相
談
室
・
ふ
れ
あ
い
教
室

相談
●

●
●
●
●
●

教
育
や
子
育
て
の
悩
み
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い


